
開催時間は毎回 【午後３時から午後５時】 です

相続

売却

【令和８年度の個別相談会開催日時】

受付窓口・お問い合わせ
旭区役所 防災安全課
（１階２番窓口）
06-6957-9192

空家相談員による個別相談会開催

気になる空家、まずは相談から

予約不要 ・ 相談無料 ・ 秘密厳守

解体

登記簿
の手続

旭区内に空家をお持ちの方や近隣の空家にお困りの皆さまが、宅地建物

取引士や司法書士、弁護士などの専門家に空家に関するお悩みを直接相談できる

「空家相談員による個別相談会」を開催します。
・お申込みは不要です。直接受付窓口（1階２番防災安全課）へお越しください。

・１回のご相談は３０分程度です。

・入室できる人数には限りがあります。

・先に相談者がいらっしゃる場合、多少お待ちいただくことがあります。

令和８年 ４月１０日（金） ５月 ８日（金）

６月１２日（金） ７月１０日（金）

９月１１日（金） １０月 ９日（金）

１１月１３日（金） １２月１１日（金）

令和９年 １月 ８日（金） ２月１２日（金）

３月１２日（金）
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